
■被害者参加制度

■被害者参加人のための国選弁護制度 ■被害者参加旅費等支給制度

　●国選被害者参加弁護士の選定の流れ 　●被害者参加旅費等の支給の流れ

③送金及び通知

①請求書提出

　一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定により、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参

加することができる制度です。

　被害者参加人が経済的に余裕のない場合でも、弁護士によ

る援助を受けられるようにするため、裁判所が国選被害者参

加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度です。

　法テラスでは、被害者参加人のご意見をお聴きした上で、被

害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知するほか、

国選被害者参加弁護士に対する報酬・費用の支払業務など

を行っています。

　被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席された方に、国

がその旅費、日当及び宿泊料を支給する制度です。資力等

にかかわらず、すべての被害者参加人にご利用いただけま

す。

　法テラスでは、本部犯罪被害者支援課において、旅費等の

算定及び送金業務などを行っています。

⑥選定通知

⑤

指名通知

③

受諾意思

②

指名打診

④

ご連絡

①

選定請求

２．「被害者参加制度」と「被害者参加人のための制度」２．「被害者参加制度」と「被害者参加人のための制度」２．「被害者参加制度」と「被害者参加人のための制度」２．「被害者参加制度」と「被害者参加人のための制度」

法テラス地方事務所

・被害者参加人であることの

確認

・記載内容の確認

・記載内容に関する助言

・その他経済的援助制度等の

案内

・被害者参加人の意見を聴い

て国選被害者参加弁護士候

補を指名
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法テラス本部

犯罪被害者支援課

・請求書類の記載内

容の確認

・旅費等の算定、送

金

・通知書の発出

裁判所

被害者参加人

⑥選定通知

１．犯罪被害者支援の概要１．犯罪被害者支援の概要１．犯罪被害者支援の概要１．犯罪被害者支援の概要

被害者の置かれた状況はさまざまであり、

時間の経過によっても変わっていきます。

その時々に必要とする支援を受けられる

ことが、被害からの回復にとって非常に重

要です。

法テラスは、被害後の状況やニーズに

応じて、さまざまな支援情報を提供するほ

か、一定の要件に該当される方には弁護

士費用の援助制度を案内するなど、犯罪

被害者を多角的にサポートしています。

②請求書、

出席証明書

等送付



（１）サポートダイヤル（犯罪被害者支援ダイヤル）

　①犯罪被害者支援ダイヤルにおける受電件数の推移(平成22年度～平成25年度12月)

　②問合せ内容 (平成25年度4月～12月) ③紹介先 (平成25年度4月～12月)

３．業務実績３．業務実績３．業務実績３．業務実績



　①地方事務所における問合せ件数の推移(平成22年度～平成25年度12月)

　②問合せ内容 (平成25年度4月～12月) 　③紹介先 (平成25年度4月～12月)

　④犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介状況 (平成25年度4月～12月)

（２）地方事務所

平成25年度4月～12月の紹介件数のう

ち

◆ストーカー： 30件

◆ＤＶ： 239件


